
（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）２７



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ２８

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）２９



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ３０



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）３１



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ３２

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
十
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）３３



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ３４



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）３５



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ３６



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）３７



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ３８

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
一
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）３９



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ４０



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）４１



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ４２



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）４３

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
四
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ４４



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）４５



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ４６



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）４７
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
七
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ４８


